
支線交通「湯舟乗合タクシー」事業計画 （案）

１．目 的 大竹市地域公共交通総合連携計画に定める支援交通とし

て，湯舟地区と幹線交通の拠点とを結ぶ公共交通の実証運

行を行う。

２．運 行 方 法 定時型デマンド乗合タクシー

３．運 行 期 間 平成２４年１月２３日（月）～３月３０日（金） ※予定

４．運 行 経 路 湯舟地区全域 ⇔ 「玖波駅」もしくは

「広島西医療センター」

※ 湯舟地区内はフリー乗降。途中下車不可

５．運 行 日 月・火・金曜日（週３日）

６．運行ダイヤ ○湯舟地区 ⇒ 玖波駅・広島西医療センター

① ８時 25 分 ②９時 05 分 ③９時 45 分

④12 時 45 分 ⑤13 時 45 分

○玖波駅・広島西医療センター ⇒ 湯舟地区

①11 時 10 分 ②11 時 50 分 ③13 時 30 分

④15 時 30 分 ⑤16 時 50 分

７．運 賃 片道 200 円（小学生以上） ※ チケット制。（現金不可）

回数券：200 円×12 枚綴り 2,000 円

８．回数券の販売 車内で購入する。※ 前日までに要予約。

９．使 用 車 両 受託業者の所有車両を使用する。※ マグネット表示貼付。

10．予 約 方 法 利用日の 1 週間前から当日 20 分前までに，利用者が直

接電話で受託業者へ行う。なお，取り消しも同様とする。

11．委託料の支払 １月毎に委託料を支払う。
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湯舟乗合タクシー実証運行業務の

委 託 業 者 に つ い て

○指 名 基 準

１．大竹市内に本社を有する者。

２．運行開始日までに「一般乗合旅客自動車運送事業」の認可を受ける

ことができる者。

○指名基準１及び２をいずれも満足する者

・(有)大竹タクシー

・(有)大竹交通

○入札の実施日時

日 時 平成２３年１１月１８日（金） 午後５時

場 所 大竹市役所市民生活部市民課

○入 札 結 果

事 業 者 名 入 札 額

有限会社大竹タクシー ７１０円

有限会社大竹交通 ６００円

※ 入札額は１運行あたりの最低運行金額。

○落 札 業 者

事 業 者 名 所 在 地 代 表 者

有限会社大竹交通 大竹市油見３丁目１０番８号 代表取締役 中島教嘉
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